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答申 第４ 号  

平成 ２６ 年 １月 ２４ 日   

 

行田 市教 育 委員 会教 育長  中村  猛  様  

 

行田 市情 報 公開 ・個 人情 報 保護 審査 会  

会長  町 田  知 啓  

 

答   申   書  

平 成 ２ ５ 年 ７ 月 ３ 日 付 け 行 教 学 第 ６ １ ９ 号 で 諮 問 の あ っ た 事 案

につ いて 、 次の とお り答 申 しま す。  

 

第 １  審 査 会 の 結 論  

 行 田 市 教 育 委 員 会 が 、「 平 成 ○ ○ 年 度 ○ ○ ○ ○ の 勤 務 状 況 に 関 す

る意 見書 、校長 総合 所見・教 育 長所 見・教 育長 総合 所見 、推薦 しな

い 理 由 を 述 べ た 添 付 書 類 す べ て 及 び そ の 根 拠 と な っ た フ ァ イ ル 」

（別 表１ に 掲げ る文 書）を 一部 不 開 示と し た部 分の うち 、別表 ２に

掲げ る部 分 につ いて は開 示 すべ きで ある が、そ の他 の部 分 につ いて

は不 開示 が 妥当 であ る。  

 

第 ２  異 議 申 し 立 て に 係 る 経 緯 等  

   省 略  

 

第 ３  本 件 申 立 て の 趣 旨  

   省 略  

 

第 ４  申 立 人 の 主 張 要 旨  

   省 略  

 

第 ５  実 施 機 関 の 説 明 要 旨  
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   省 略  

 

第 ６  当 審 査 会 の 判 断  

 １  基 本 的な 考え 方  

  保護 条 例の 基本 的理 念 は、市が 保有 す る自 己に 関す る 個人 情報

（ 以 下 「 自 己 情 報 」 と い う 。） の 開 示 、 訂 正 等 を 求 め る 個 人 の 権

利を 保障 す ると とも に、個 人情 報の 適正 な 取り 扱い を確 保 する こ

とに より 、 個人 の基 本的 人 権の 擁護 を図 る もの であ る。  

  この よ うに 、原 則と し て、自己 情報 は 開示 する こと と され てい

るが 、開示 す る こと によ り 、事 務の 目的 が 失わ れた り 、行 政 の 公

正 か つ 適 正 な 事 務 執 行 に 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ る 場 合 も あ る

こ と か ら 、 こ れ を 必 要 最 小 限 度 、 例 外 的 に 不 開 示 と す る こ と は 、

そ も そ も 個 人 情 報 保 護 制 度 そ れ 自 体 に 内 在 す る 制 約 で あ る と い

える 。  

  この た め 、保護 条例 の 制定 に際 して は 、制 度の 趣旨 、自 己 情 報

の開 示・不 開 示 に係 る公 益 性 、有 用 性等 を 総合 衡量 した 結 果 、開

示が 原則 で あっ ても 、例 外 的に 不 開 示と せ ざる を得 ない 自 己情 報

につ いて は 、こ れを 保護 条 例第 １４ 条に お いて 適用 除外 事 項と し

て具 体的 に 類型 化し て規 定 した もの であ る と考 えら れる 。  

 ２  具 体 的な 判断 及び そ の理 由  

    本 件 に 係 る 行 政 文 書 は 、 別 表 １ の と お り で あ る と 認 め ら れ る 。

実施 機関 は、こ れら につ い て、本件 不 開 示 情報 が 保 護条 例 第１ ４

条第 ２号 及 び第 ６号 のエ に 該当 する と説 明 する ので 、こ れに つ い

て各 々検 討 、判 断す る。  

  また 、申 立 人か ら主 張 があ った 保護 条 例第 １５ 条 の 該 当に つい

ても 検討 、 判断 する もの と する 。  

  ⑴  保 護条 例第 １４ 条 第２ 号 及 び第 ６ 号の エ の 該当 性 につ い   

   て  

   保 護 条例 第１ ４条 は、開 示し ない こ とが でき る個 人 情報 を 定

めた もの で 、同 条第 ２号 は 、評 価、診 断等 に 関 する もの の 取り
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扱い につ い て定 めた もの で ある 。こ の条 文 中 に「開 示し な いこ

と が 正 当 で あ る と 認 め ら れ る も の 」 と あ り 、 そ の 解 釈 と し て 、

『 行 田 市 情 報 公 開 条 例 ・ 行 田 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の 解 釈 と 運

用』（ 以 下、『解 釈と 運用 』とい う）によ れ ば、①本 人の 人 格形

成・自立 助 長へ の悪 影響 を 及ぼ す場 合、② 今後 の指 導が 困 難又

は指 導的 効 果が 期待 でき な くな る 場 合、③事 務 の適 正な 執 行に

著 し い 支 障 が 生 じ る お そ れ が あ る 場 合 等 が 例 示 的 に 挙 げ ら れ

てい る 。し た が って 、不開 示 情 報と され て いる 評価 とは 、一 般

的 な 用 語 と し て そ れ が 意 味 す る も の 全 て を 指 す も の で は な く 、

開 示 す る こ と に よ り 上 記 ① か ら ③ 等 の 事 由 に よ り 支 障 が 生 じ

る蓋 然性 が 高い もの に限 定 して 解釈 する こ とが 、保 護条 例 の 基

本理 念及 び 趣旨 に照 らし 妥 当で ある と考 え られ る。  

ま た、 保 護 条 例 第 １４ 条 第 ６ 号 は 、開 示 す る こ と によ り 事務

事 業の 適 正 な 執 行 に支 障 を 及 ぼ す おそ れ が あ る も の の 取 り 扱い

に つい て 定 め た も ので 、 同 号 エ は 、 そ の 例 示 と し て 「 人 事 管理

に 係る 事 務 に 関 し 、そ の 公 正 か つ 円滑 な 人 事 の 確 保に 支 障 を及

ぼす おそ れ」が ある もの を 挙げ て い る。その 解 釈と して 、『 解釈

と 運用 』 に よ れ ば 、 開 示 す る こ と によ り 、 市 と 職 員相 互 の 信頼

関 係を 損 な う お そ れ 等 の あ る も の を意 味 す る と し てい る 。 した

が って 、 不 開 示 と され る べ き 人 事 管理 事 務 に 関 す る 情 報 と は、

人 事管 理 事 務 に 関 する 個 人 情 報 全 てを 指 す も の で はな く 、 人 事

管 理事 務 の 公 正 性 ・円 滑 性 が 具 体 的に 害 さ れ る 蓋 然性 が 高 いも

の に限 定 し て 解 釈 する こ と が 、 上 記第 ２ 号 の 場 合 と同 様 、 保護

条例 の基 本 理念 及び 趣旨 に 照ら し 妥 当で あ ると 考え られ る 。  

こ のよ う な 観 点 か ら不 開 示 と し た 部分 に つ い て の 不開 示 理由

の妥 当性 に つい て以 下、 検 討 す る。  

実 施機 関 は 、 保 護 条例 第 １ ４ 条 第 ２号 及 び 第 ６ 号 のエ の 該当

理 由の 説 明 と し て 、① 開 示 に よ り 評価 に 対 し て 本 人が 不 信 感や

恨 みを 持 つ 可 能 性 があ る こ と 、 ② 開示 が 前 提 と な ると 校 長 等が

率 直な 意 見 を 記 載 でき な く な り 適 正な 評 価 が で き なく な る こと
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等 を挙 げ て い る 。 これ ら の 点 に つ いて は 、 名 古 屋 地裁 平 成 ５年

９ 月１ ３ 日 判 決 及 び大 阪 地 裁 平 成 １７ 年 ３ 月 １ ５ 日判 決 等 の 判

例 にお い て も 指 摘 され た 通 り 、 開 示 す る こ と に よ り 人 事 行 政の

目 的の 達 成 が 損 な われ る も の で あ り 、 延 い て は 人 事の 公 正 性の

確 保が 困 難 に な る 蓋然 性 が 高 い こ とか ら 、 こ れ ら を不 開 示 の理

由 とす る こ と は 相 当な 合 理 性 を 有 する も の と い え る。 ま た 、そ

も そも 実 施 機 関 は 、 開 示 さ れ る こ と を 予 定 せ ず に 本件 資 料 を作

成 して い た こ と 等 を鑑 み れ ば 、 如 上の 本 件 不 開 示 理由 は 、 尚 、

一 層の 説 得 力を 有 する も の であ る から 妥 当 であ る と考 え ら れる 。 

も っと も 、 本 件 不 開示 部 分 に は 、 評価 の 部 分 及 び 評価 内 容を

容 易に 推 測 し 得 る 事実 の み な ら ず 、 単 な る 事 実 の 部分 も 含 まれ

て いる 。 こ れ ら に つい て は 、 上 記 の不 開 示 理 由 に 示さ れ た 諸々

の 支障 を 生 じ さ せ る蓋 然 性 が 高 い とは 到 底 、 是 認 し 得 な い こ と

であ るか ら 、こ れ を不 開示 と する こと は、保 護条 例 第 1 条中「 市

が 保有 す る 自 己 に 関す る 個 人 情 報 の開 示 、 訂 正 等 を求 め る 個人

の 権利 を 保 障 す る 」 と の 規 定 を 明 らか に 逸 脱 し て いる も の とい

わ ざる を 得 な い 。 した が っ て 、 単 なる 事 実 の 部 分 につ い て は、

これ を 開 示 す る こと が 妥 当 と判 断す るべ き で あ る。  

  ⑵  保 護条 例第 １５ 条 第２ 項 の 該当 性 につ いて  

    省 略  

 ３  結 論  

   以 上 の理 由か ら 、本 件 処 分に つい て は 、上述 の「第 １  審 査

会の 結論 」 のと おり 判断 す るも ので ある 。  

 

第 ７  審 査 経 過 等  

 平 成２ ５ 年  ７月  ３ 日  実 施機 関よ り 諮問  

       ８月 １９ 日  審 査会 開催  実施 機関 より 聴 取  

       ９月 ２７ 日  審 査会 開催  実施 機関 より 聴 取  

      １ １月  ６ 日  審 査会 開催  実施 機関 より 聴 取  

      １ ２月 １８ 日  審 査会 開催  
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 平 成２ ６ 年  １月 ２４ 日  審 査会 開催  

 

 行 田市 情 報公 開・ 個人 情 報保 護審 査会  

会  長  町田  知 啓  弁護 士  

副会 長  青柳  卓 弥  大学 教授  

委  員  加藤  道 子  弁護 士  

委  員  岩切  大 地  大学 准教 授  

委  員  島村  和 男  元県 職員  

 

 別 表１  

   省 略  

 別 表２  

   省 略  


